
 （魅力ある高校づくり課） 

件  名  

魅力ある県立高校づくりの方針について 

 

提案理由  

 魅力ある県立高校づくりの方針について、別紙のとおりとしたいので、審議願

います。 

 

概  要  

１ 方針の趣旨 

「第４期埼玉県教育振興基本計画」を踏まえ、令和７年度からの中長期的な 

視点で、県立高校を対象とした今後の魅力づくりに向けた方針を示す。 

 

２ 方針の構成 

第１章 方針の策定に当たって 

第２章 今後の県立高校の方向性 

第３章 県立高校における教育活動・教育環境 

第４章 県立高校の再編整備 

 

第２６号議案 
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１ 策定の趣旨

第１章
方針の策定に当たって

⑴ 教育活動の充実 (2) 再編整備２ これまでの取組

⑴ 中学校等卒業者数
⑵ 社会や産業構造の変化
⑶ 教育をめぐる国の動向
⑷ 多様な教育ニーズ
⑸ 高校卒業後の進路状況

３ 県立高校をめぐる状況

⑴ 予測が困難な社会の変化に対応できる力を育む
⑵ 学びを人生や社会に生かす力を育む
⑶ 一人一人の多様な可能性を伸ばす

１ 県立高校で育む資質・能力
第２章
今後の県立高校の方向性

⑴ 普通教育を主とする学科 ⑵ 専門学科
⑶ 総合学科 ⑷ 定時制・通信制（課程） ⑸ 専攻科

２ 各学科（課程）

１ 確かな学力の育成
２ 豊かな心と健やかな体の育成
３ 自立する力の育成
４ 多様なニーズに対応した教育の推進
５ 教育環境の充実
６ 共学化の推進

第３章
県立高校における
教育活動・教育環境

１ 基本的な考え方
２ 中学校等卒業者数の見込みと今後の県立高校数
３ 設置を検討する特色ある学科・学校

第４章
県立高校の再編整備

「魅力ある県立高校づくりの方針」の概要について

方針の目次

2



・平成２８年に策定した前方針以降、少子化の進展やデジタル技術の急速な発達など社会は大きく変化

・このような中、国は平成３０年 に「高等学校学習指導要領」の改訂、令和５年に「教育振興基本計画」の策定を行い、県は令和６年７月に
「第４期埼玉県教育振興基本計画」を策定

・こうした変化を捉えて、県立高校の教育活動・教育環境の充実と、再編整備を進めるため策定するもの

・「第４期埼玉県教育振興基本計画」を踏まえ、令和７年度からの中長期的な視点で、県立高校を対象とした今後の魅力づくりに向けた方針を示す

１ 策定の趣旨

２ これまでの取組

⑴ 教育活動の充実

【確かな学力の育成】
・「主体的・対話的で深い学び」の推進 /・教科等横断的な学習や探究活動の視点に立った授業改善に向けたモデル研究の実施 など

【グローバル化へ対応した教育や科学技術教育の推進】
・海外大学生との意見交換の実施 /・海外大学への留学や進学希望にも対応できる国際教育プログラムの研究 /・科学の甲子園等への参加の促進 など

第１章 方針の策定に当たって

【豊かな心と健やかな体の育成】
・道徳教育や人権教育の推進 /・ヤングケアラーやＬＧＢＴＱへの理解促進 /・性に関する指導やがん教育への指導者研修の実施 など

【意欲に応える教育体制の充実】
・学習サポーターの配置 /・日本語支援員の配置 /・通級による指導の実施 /・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置 など

【産業構造の変化に対応する人材の育成】
・就業体験の機会の提供 /・企業等と連携し商品開発などの実践的な職業教育の推進 など

【地域と連携した高校づくりの推進と実社会からの学びの推進】
・コミュニティ・スクールの導入の推進 /・地域等と連携する教育プログラムを企業等から募集し実施 など

⑵ 再編整備

・令和５年４月に４校を２校に統合
・令和８年４月に１２校を６校に統合予定
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３ 県立高校をめぐる状況

⑴ 中学校等卒業者数

⑵ 社会や産業構造の変化

⑶ 教育をめぐる国の動向

⑷ 多様な教育ニーズ

⑸ 高校卒業後の進路状況

・令和６年３月の公立中学校等卒業者数は約５．９万人で、今後も卒業者数の減少
が続き、令和２０年３月に約４．４万人となる見込み

出典：「義務教育人口推計結果報告書（令和6～11年度）」の中学校等推計
生徒数第３学年から。R13.3以降は魅力ある高校づくり課による推計。
(伊奈学園中学校は含まない。）

・グローバル化やデジタル化の進展によりライフスタイルが変化
・人工知能（ＡＩ)といった新たな技術が産業に取り入れられるなど、働く人に求

められるスキルは変容

・「高等学校学習指導要領（平成３０年告示）」：「主体的・対話的で深い学び」
の視点からの授業改善やカリキュラム・マネジメントの充実を通して、これか
らの時代に求められる資質・能力を一層確実に育むことを目指す

・学校教育法施行規則等の一部改正（令和３年３月）：普通教育を主とする学科
について、従来の普通科に加えて、学際領域や地域社会に関する学科などの設
置を可能とする改正（いわゆる「普通科改革」）

・「第４期教育振興基本計画」（令和５年６月策定）：「グローバル化する社会
の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全
ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」、「教育デジ
タルトランスフォーメーション（教育ＤＸ）の推進」などを基本的な方針とし
て教育政策を推進

・高校に入学する生徒の学びに対する興味・関心等は多様
（「県立高校の特色化に向けたアンケート」）

・学習面又は行動面において困難を示す生徒の在籍や公立高校の不登校生徒数の増加など

◇（中学生への質問）今後どのような学校で学んでみたいと
思いますか。(二つまで選択可能）

出典：「県立高校の特色化に向けたアンケート」

（令和５年１２月１９日～令和６年１月２６日実施）結果・学科にかかわらず、大学等進学者の割合が増加

（単位：人）
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・教育内容の充実に努めるとともに、今後の在り方は、入学者数の
状況、教育ニーズなどを踏まえ検討

第２章 今後の県立高校の方向性

⑴ 予測が困難な社会の変化に対応できる力を育む

・基礎的・基本的な知識や技能とともに、思考力、判断力、表現力や、
膨大な情報の中から何が重要かを見出し活用する力、他者と協働す
る力、新たな価値を創造する力などを育むことで、これからの予測
が困難な社会の変化に対応できる資質・能力を育成

⑶ 一人一人の多様な可能性を伸ばす

・生徒の希望する進路や興味・関心に応じた学びの提供や、障害のあ
る生徒、不登校経験を有する生徒などへのきめ細かな支援により、
一人一人の多様な可能性を伸ばす

⑵ 学びを人生や社会に生かす力を育む

・勤労観や職業観、コミュニケーション能力、社会の一員として地域
課題等を解決しようとする姿勢や意欲など、学びを人生や社会に生
かすために必要となる資質・能力を育成

生徒が豊かで幸せな人生を送るとともに

持続的に発展する社会の創り手となる

１ 県立高校で育む資質・能力 ２ 各学科（課程）

⑴ 普通教育を主とする学科

⑵ 専門学科

⑶ 総合学科

⑷ 定時制・通信制（課程）

・教科等横断的な学びや探究活動などを通した実践的な学びを推進

・これらの学びに特に重点的に取り組む新しい学科の設置を検討

・変化の最前線にある企業等との連携や、複数の専門学科の連携による
横断的・実践的な学びを推進

・デジタル社会の進展、産業構造の変化などに対応した学科の設置を検討
・専門学科における学びと普通科における学びを共有するなど、県立高校
全体で生徒の幅広い学びの機会を提供

・生徒がより柔軟な学び方を選択できるよう、複数の時間帯の中から
学ぶ時間を選択できる定時制と、時間や場所にとらわれず学ぶこと
ができる通信制の高校の設置を検討

・多様で魅力的な科目設置に向け、オンラインの活用などによる専門
学科の学びの内容の共有や、企業等と連携した実践的な学びを推進

⑸ 専攻科
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第３章 県立高校における教育活動・教育環境

主な取組項目
・教科等横断的な学びや探究的な学びの充実

・情報活用能力を育成するため、プログラミング的思考、情報モラル等に関する学びの充実

・生徒の多様なニーズや習熟度に応じて学べる環境の確保に向け、オンラインを活用した遠隔教育の研究

・産業構造の変化に対応した実践的な学びの推進

・産学連携に向けた外部人材の配置やコンソーシアムの設置などにより、企業等と連携した学びを推進 など

１ 確かな学力の育成

・人権課題に対応した教育の充実

・いじめの未然防止・早期発見に向けた取組の推進と重大事態に対する関係法令等に基づく対応の徹底

・性に関する指導や、性に関する知識や態度と生命の尊さなどを関連付けて学ぶ「生命の安全教育」の推進

・部活動の持続可能な運営に向け、外部指導者の活用、合同部活動の取組などの推進 など

２ 豊かな心と
健やかな体の育成

・主権者教育や消費者教育、環境教育などの推進

・生徒が自身に関わるルール等の制定や見直しの過程に参画する取組の推進

・地域住民や企業などと連携し、地域の課題解決などをテーマとした学習の推進

・地元の特産品を活用した商品開発など学びの成果を地域に還元する取組の推進 など

３ 自立する力の育成

・ＳＣ、ＳＳＷの配置や「チーム学校」の支援体制づくりなど教育相談体制の充実

・中途退学の防止などに向けた、個別の学習支援、校内の居場所づくりの推進

・日本語による指導が必要な生徒に対する、オンラインを活用した日本語指導など支援体制の充実

・ヤングケアラーやＬＧＢＴＱへの理解促進や教育相談体制の充実 など

４ 多様なニーズに対応した
教育の推進

・ＩＣＴを活用した効果的な指導方法を学ぶ研修など学びの変化に対応できる教職員研修の実施

・「学校における働き方改革基本方針」に基づく、教職員の働きやすい環境づくり

・高校生からの意見聴取の実施

・オンラインを活用した学びに対応できる環境など、様々な学びに対応できる学習環境の整備 など

５ 教育環境の充実

・令和６年８月に男女共同参画苦情処理委員への報告で示したとおりに推進６ 共学化の推進
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第４章 県立高校の再編整備

１ 基本的な考え方

・生徒の希望によって多様な教科・科目の選択ができるようにするなど、多様な教育ニーズに応えていくためには、地域の状況等
を踏まえながら一定の学校規模（注）の維持に努めることが必要

・産業構造の変化やグローバル化など、高校教育を取り巻く状況は大きく変化しており、一人一人の能力と希望に応じて、生徒
の持つ可能性を伸ばしていくためには、社会の変化を踏まえて高校の特色化や活性化を図ることが必要

・今後、更に生徒数が減少していく中で、一定の学校規模の維持に努めるとともに、高校の特色化や活性化を図っていく
ため、学科改編や学校の統合など再編整備に取り組む。

・再編整備の対象となる学科・学校、新しく設置する学科・学校の特色等については、全県を俯瞰しながら、以下の「再編整

備の観点」を踏まえ総合的に検討した上で、今後、県教育委員会が「実施方策」を示すこととする。

各県立高校の生徒数の現状と周辺の公立中学校等卒業者数の見込み
学科などの教育内容
周辺の高校の設置状況や交通の利便性、通学の状況

【再編整備の観点】

・令和８年度以降、公立中学校等卒業者数は、更に減少することが見込まれ、１３１校（令和８年４月の県立高校数見込み）
のまま高校数を維持した場合、全県的に一定の学校規模（注）を維持することが困難な高校が増加

・そのような高校では、設置学級数が減ることで、生徒が学ぶことのできる教科・科目や、部活動等の教科以外の活動の選択
肢が減ってしまうことが懸念

（注）学校規模（全日制課程）については、生徒の興味・関心や多様な進路選択に対応できる教科・科目の開設、
学校行事の充実等の観点から、１学年当たり６学級以上が望ましいと考える。

ふかん
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（単位：人）

地域 R６.3 R20.3 R6.3⇒R20.3

南部・さいたま・県央 21,264 17,950 △ 3,314

南西部・川越比企・西部 18,042 12,807 △ 5,235

東部・利根 14,668 10,349 △ 4,319

北部・秩父 4,915 2,989 △ 1,926

県全体 58,889 44,095 △ 14,794

・公立中学校等卒業者数は、
令和６年３月から令和２０年３月までの１４年間で、約５８，９００人から約４４，１００人へ約１４，８００人減少することが
見込まれる。

南部・さいたま・県央地域 ３９校→３７～３５校（△２～４校） 南西部・川越比企・西部地域 ３８校→３２～３０校（△６～８校）
東部・利根地域 ３８校→３３～３１校（△５～７校） 北部・秩父地域 １６校→１５～１３校（△１～３校）

第４章 県立高校の再編整備

公立中学校等卒業者推計（地域別）

・今後の県立高校数については、一定の学校規模を維持することを考慮しながら、県全体や地域別の公立中学校等卒業者数の減少
の状況や高校数を踏まえ、令和２０年４月を目途に、県立高校１３１校を１１６～１１２校（△１５～１９校）程度とする。

58,889 

44,095 

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

R6.3 R7.3 R8.3 R9.3 R10.3R11.3R12.3R13.3R14.3R15.3R16.3R17.3 R18.3R19.3R20.3

公立中学校等卒業者推計

出典：
「義務教育人口推計結果報告書（令和6～11年度）」の中学校等推計生徒数第３学年から。
R13.3以降は魅力ある高校づくり課による推計。

【地域別】

２ 中学校等卒業者数の見込みと今後の県立高校数

・「実施方策」は、公立中学校等卒業者数の減少の状況や実施校数の平準化を図る観点から、５期程度に分けて示す。

（単位：人）

・再編整備を進める中で、地域によっては生徒の通学状況などにより、一定の学校規模を下回る小規模校を維持することが必要
となる場合がある。小規模校での教育活動を維持し続けられるようにオンラインを活用した遠隔教育の研究を進める。
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３ 設置を検討する特色ある学科・学校

⑴ 普通教育を主とする学科及び専門学科

⑵ 普通科と専門学科及び専門学科同士の併設、総合学科

⑷ 柔軟な学び方を実現する高校

⑶ 高い語学力や思考力を育む、国際教育プログラムを導入した学科

⑸ 中高一貫教育校

・普通教育を主とする学科として、環境問題や地域の課題を題材に探究的な学びを重点的に行う学科などの設置を検討

・専門学科として、次の学科などの設置を検討
ロボットや航空機など先端技術を活用したものづくりを学ぶ学科
都市デザインやインフラ整備など街づくりに必要な知識や技術を学ぶ学科
データやデジタル技術の活用などに必要な知識や技術を学ぶ学科

・異なる学科や他分野と連携した学びを提供できるよう、普通科と専門学科や、農業、工業、商業など異なる分野の専門学科
の併設を検討

・農業、工業、商業など特色ある学びができる教科の充実した総合学科の設置を検討

・高い語学力や思考力を育成でき、海外大学への留学や進学希望にも対応できる国際教育プログラムを導入した学科の設置を検討

・学校で学ぶ時間を選べる昼夜開講の課程と、自宅で学ぶことを中心とする課程を併設し、課程の変更を柔軟に行うことがで
きる昼夜開講定時制・通信制の高校の設置を検討

・今後の児童生徒数や近隣中学校への影響などを考慮しながら、中高一貫教育校の設置を検討
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「魅力ある県立高校づくりの方針（案）」への意見等の概要について

１ 県民コメント制度による意見募集期間

令和７年１月１０日（金）から２月９日（日）まで

２ 意見の提出者数及び意見件数

・提出者数 ４３２名（個人４１３／団体１９）

・意見件数 ５９７件

３ 意見の反映について

意見件数区分

２意見を反映し、案を修正したものA

２１既に案で対応済みのものB

３６案の修正はしないが、実施段階で参考とすることとしたものC

５２８意見を反映できなかったものD

１０その他E

５９７合計
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意見を反映し、案を修正したもの（２件）Ａ

・企業との連携を進めることでいろいろと可能性が広がるが、教員だけでは負担になるので、企業等との連携・協力

を進められる外部人材を活用するべきだ。

➤産学連携に向けた外部人材の配置やコンソーシアムの設置などにより、企業等と連携した学びを推進する旨を主な取組として記載。

・高校の再編を行うだけではなく、オンラインを活用して、小規模校を維持できる方法の検討をお願いしたい。

➤小規模校での教育活動を維持し続けられるようにオンラインを活用した遠隔教育の研究を進める旨を記載。

既に案で対応済みのもの（２１件）Ｂ

・高校教育に政治や選挙への理解を深めるプログラムを導入してほしい。

・母校の名前が無くなることには寂しさを感じるが、最近の流れから共学化は必要。

・学校にある程度人数がいた方が良いと思うため、少子化に伴う高校再編はするべきだ。

・探究活動は公立高校でも行っているが、もう少し経験させてほしい。また、そのような学科があると良い。

・教育課程の特色化・弾力化を推進し、多様なニーズに対応した新しい学校を作ることが必要と考える。

案の修正はしないが、実施段階で参考とすることとしたもの（３６件）Ｃ

・再編整備に当たっては、昨今志願者が急増している県外も含めた私立の通信制の存在を強く意識する必要がある。
通信制では、例えば制服や頭髪に関する規則を緩やかにするなど、時代に合ったルールづくりをゼロベースで行っ
ていく必要があるのではないか。

・道徳教育において「規律」は大事だと思う。ただし、過剰な同調圧力を生まないよう配慮をお願いする。
同調圧力によって、個人の自由、思考、人権を縛らないよう、配慮をお願いする。

・情報の科目は数学と同じように積み重ねが重要だ。
小学生から高校生までの長いスパンで考えていかなくてはいけないのではないか。

４ 意見の反映区分と主な意見
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「C 案の修正はしないが、実施段階で参考とすることとしたもの」とした意見

「D 意見を反映できなかったもの」とした意見

＜共学化に関する意見＞
賛成
反対

意見を反映できなかったもの（５２８件）Ｄ

＜共学化に関する意見＞
・「共学化の推進」に反対・方針案から削除するべき。

（主な理由）関係者との意見交換や意見書等での民意、アンケート結果（共学化反対）を優先すべき

別学も多様な選択肢の一つであり、選択肢は多い方が良い ／私立一択となってしまう

別学校の多くは長い歴史と伝統がある ／共学化で伝統が無くなる

学業や社会活動において優れた成果を上げており、社会に貢献する人材を多く輩出

本人また子供の体験談として３年間充実していた

子供が志望している ／定員を超える希望者がいる ／異性が苦手な子供もいる

共学化は選挙の論点になっておらず「共学化」という民意はない

（その他） 県民の声を聞くべき。説明責任がある ／苦情や申出者、勧告への批判

・共学化には反対だが、再編整備に伴う共学化はやむを得ない。
・共学化の推進には賛成だが、具体的なスケジュールを示すことを求める。

＜再編整備に関する意見＞
・再編整備による最大削減校数（１９校）は削除すべき。根拠が分からない。
・再編整備するよりも３５人学級にすべき。

＜その他＞
・人権教育の充実を図るよりも通常の教科の学習を充実させ学力向上へ充てるべき。

その他（１０件）Ｅ

方針（案）の範囲に含まれないことへの御意見
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